
給食費相当額の補助金対象者である場合

様式第１号及び第２号の提出

決定通知書（教育委員会より）

指定した口座に入金

給食費相当額の補助金対象者である場合

保護者からの申請及び証明書の提出

教育委員会で申請書を受理し、補助金の算定

給食費相当額の補助金申請に係るフロー図

令和８年３月３１日までに提出


